
資格更新の手続きが必要な方
（新規の申請も随時受け付けています）

①ひとり親家庭等医療費助成受給資格
ひとり親家庭の母（父）及び18歳未満の児童（１８
歳に達した児童は、年度末まで資格を有します。）

②心身障害者医療費助成受給資格
１歳～７４歳の方で、身体障害者手帳の１級・２級、
または療育手帳Ａ１・Ａ２の保持者
　※後期高齢者医療制度加入者は除きます。

③重度心身障害老人等医療費助成受給資格
後期高齢者医療制度加入者で「心身障害者医療
費助成受給資格」に該当する方
※受給資格証は交付していません。

④精神障害者医療費助成受給資格　
　精神障害者保健福祉手帳１級・２級の保持者

▶提出書類
・受給資格証更新申請書 （署名・押印したもの ※裏面あり）

・健康保険証が変わった場合はその写し（受給者本人のもの）

・障・重の受給者で、障害の等級などが変わった場合は身障手帳もしくは療
育手帳の写し

・令和４年1月2日以降に吉野町へ転入した方は、本人と同一世帯員、扶養義
務者の令和４年度課税（非課税）証明書（子ども医療については※注２参照）

・扶養義務者が他市町村在住の場合は、令和４年度課税（非課税）証明書が必
要です。

▶申請受付場所 吉野町役場 町民税務課 ②番窓口　

▶受付期間　7月1３日～29日（必着） ［土・日・祝日を除く ８：３０～１７：１５］

現在、ひとり親・心身障害者・重度心身障害老人等及び精神医療の助成を受

けている方々の資格は、7月31日で有効期限が切れます。8月1日より引き

続き医療の助成を受けられる方に資格証を郵送しますので( 重 を除く)、同

封の返信用封筒に『申請書』と添付書類を入れて郵送もしくは、直接窓口へ

ご提出ください。申請書等の提出がないと、医療費の支給ができませんの

でご注意ください。

問 町民税務課 福祉医療担当 NTT・・・℡（３２）３０８１（代） 内線125　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

令和４年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を７月中旬頃に発送します。通

知書をご覧の上、納付方法をご確認いただき、納め忘れのないようお願いします。

普通徴収の第１期の納期限は８月１日です。役場、または最寄りの金融機関（南都銀

行・りそな銀行・奈良県農協・ゆうちょ銀行）でお納めください。また、口座振替の方

は、納期限の前日までに納付額分の金額のご準備をお願いします。

①現在ご使用中の被保
険者証が使える期間

（令和４年７月３１日まで）

②７月中旬頃に届く被保険者証が使える期間

８月１日から９月30日まで（８月・９月のみ）

③９月中旬頃に届く2回目の被
保険者証が使える期間

　（令和５年7月31日まで）

町民税務課町民税務課からのからのお知らせお知らせ町民税務課町民税務課からのからのお知らせお知らせ

ひとり親 ・ 障 ・ 重 ・ 精神 医療資格証（資格）の更新をします後期高齢者医療制度　被保険者証に関するお知らせ

今年は被保険者証が２回届きます

病院や薬局などで提示するときは「有効期限」を必ず確認しましょう

令和４年８月１日 令和４年10月１日

①

今使っている被保険
者証は、８月１日以降
はご使用にならない
でください。

③

一定以上の所得がある一部の
方➡10月１日から医療費の窓口
負担割合が２割に（現役並み所
得者〔窓口負担割合３割〕を除く）

②

今年度は、10月１日から、再度被
保険者証が変わります。この被保
険者証は、10月１日以降はご使用
にならないでください。

重

精神

障

ひとり親

５月中旬にお送りした「特定健診・ミニドックに関するお知
らせ」について誤りがありました。深くお詫びし、訂正い
たします。

問町民税務課 国民健康保険担当
NTT・・・℡（３２）３０８１（代）　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

特定健診受診対象の方へ  訂正とお詫び

現在お持ちの被保険者証の有効期限は、７月31日まで

です。８月１日から使用する被保険者証を簡易書留郵便

にて、７月中旬頃にお送りします。

問町民税務課 国民健康保険担当

NTT・・・℡（３２）３０８１（代）　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

新しい被保険者証が届きます
国民健康保険にご加入の方へ

①申し込みハガキの裏面に記
載されている乳がん検診の
日程

70歳～74歳の方

お持ちの高齢受給者証が、被保険者証とひとつに

なり、１枚の被保険者証カードとなります。
②三つ折り健診リーフレットの
中で受診券の色の表記

（正）11/13

（誤）11/14

（正）クリーム色

（誤）水色
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※注1 それぞれに所得制限基準が設けられておりま

す。受給者本人や同一世帯員、扶養義務者等

の所得によって受給資格が与えられない場合

がありますので、ご了承ください。また、年度

途中で所得更正された場合や、世帯構成員に

変更があった場合等、日にちを遡って資格を

喪失し、助成金を返還していただく場合もあり

ます。

※注２ 子ども医療については、小学校入学時と高校

入学時の更新のみとなりました。ただし、令和

４年１月２日以降に吉野町へ転入した方・扶養

義務者が他市町村在住の方は令和４年度課税

（非課税）証明書の提出が必要です。　   

これまでは、所得限度額の要件等
で、福祉医療制度に該当にならな
かった方も、所得の変更等により8
月から該当になることがあります。
詳しくはホームページをご覧いた
だくか、担当課までお問い合わせく
ださい。お電話での所得額の照会
はいたしかねます。ご了承ください。

ご注意ください！

被保険者証は、紛失に注意！　汚さず大切に。
大事な個人情報が記載されています。

８月１日以降に診療を受ける際は、
必ず新しい被保険者証を医療機関に提示

！

問 町民税務課 後期高齢者医療担当 NTT・・・℡（３２）３０８１（代） 内線122　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

４　　 ９　　 0

４



資格更新の手続きが必要な方
（新規の申請も随時受け付けています）

①ひとり親家庭等医療費助成受給資格
ひとり親家庭の母（父）及び18歳未満の児童（１８
歳に達した児童は、年度末まで資格を有します。）

②心身障害者医療費助成受給資格
１歳～７４歳の方で、身体障害者手帳の１級・２級、
または療育手帳Ａ１・Ａ２の保持者
　※後期高齢者医療制度加入者は除きます。

③重度心身障害老人等医療費助成受給資格
後期高齢者医療制度加入者で「心身障害者医療
費助成受給資格」に該当する方
※受給資格証は交付していません。

④精神障害者医療費助成受給資格　
　精神障害者保健福祉手帳１級・２級の保持者

▶提出書類
・受給資格証更新申請書 （署名・押印したもの ※裏面あり）

・健康保険証が変わった場合はその写し（受給者本人のもの）

・障・重の受給者で、障害の等級などが変わった場合は身障手帳もしくは療
育手帳の写し

・令和４年1月2日以降に吉野町へ転入した方は、本人と同一世帯員、扶養義
務者の令和４年度課税（非課税）証明書（子ども医療については※注２参照）

・扶養義務者が他市町村在住の場合は、令和４年度課税（非課税）証明書が必
要です。

▶申請受付場所 吉野町役場 町民税務課 ②番窓口　

▶受付期間　7月1３日～29日（必着） ［土・日・祝日を除く ８：３０～１７：１５］

現在、ひとり親・心身障害者・重度心身障害老人等及び精神医療の助成を受

けている方々の資格は、7月31日で有効期限が切れます。8月1日より引き

続き医療の助成を受けられる方に資格証を郵送しますので( 重 を除く)、同

封の返信用封筒に『申請書』と添付書類を入れて郵送もしくは、直接窓口へ

ご提出ください。申請書等の提出がないと、医療費の支給ができませんの

でご注意ください。

問 町民税務課 福祉医療担当 NTT・・・℡（３２）３０８１（代） 内線125　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

令和４年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を７月中旬頃に発送します。通

知書をご覧の上、納付方法をご確認いただき、納め忘れのないようお願いします。

普通徴収の第１期の納期限は８月１日です。役場、または最寄りの金融機関（南都銀

行・りそな銀行・奈良県農協・ゆうちょ銀行）でお納めください。また、口座振替の方

は、納期限の前日までに納付額分の金額のご準備をお願いします。

①現在ご使用中の被保
険者証が使える期間

（令和４年７月３１日まで）

②７月中旬頃に届く被保険者証が使える期間

８月１日から９月30日まで（８月・９月のみ）

③９月中旬頃に届く2回目の被
保険者証が使える期間

　（令和５年7月31日まで）

町民税務課町民税務課からのからのお知らせお知らせ町民税務課町民税務課からのからのお知らせお知らせ

ひとり親 ・ 障 ・ 重 ・ 精神 医療資格証（資格）の更新をします後期高齢者医療制度　被保険者証に関するお知らせ

今年は被保険者証が２回届きます

病院や薬局などで提示するときは「有効期限」を必ず確認しましょう

令和４年８月１日 令和４年10月１日

①

今使っている被保険
者証は、８月１日以降
はご使用にならない
でください。

③

一定以上の所得がある一部の
方➡10月１日から医療費の窓口
負担割合が２割に（現役並み所
得者〔窓口負担割合３割〕を除く）

②

今年度は、10月１日から、再度被
保険者証が変わります。この被保
険者証は、10月１日以降はご使用
にならないでください。

重

精神

障

ひとり親

５月中旬にお送りした「特定健診・ミニドックに関するお知
らせ」について誤りがありました。深くお詫びし、訂正い
たします。

問町民税務課 国民健康保険担当
NTT・・・℡（３２）３０８１（代）　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

特定健診受診対象の方へ  訂正とお詫び

現在お持ちの被保険者証の有効期限は、７月31日まで

です。８月１日から使用する被保険者証を簡易書留郵便

にて、７月中旬頃にお送りします。

問町民税務課 国民健康保険担当

NTT・・・℡（３２）３０８１（代）　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

新しい被保険者証が届きます
国民健康保険にご加入の方へ

①申し込みハガキの裏面に記
載されている乳がん検診の
日程

70歳～74歳の方

お持ちの高齢受給者証が、被保険者証とひとつに

なり、１枚の被保険者証カードとなります。
②三つ折り健診リーフレットの
中で受診券の色の表記

（正）11/13

（誤）11/14

（正）クリーム色

（誤）水色
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※注1 それぞれに所得制限基準が設けられておりま

す。受給者本人や同一世帯員、扶養義務者等

の所得によって受給資格が与えられない場合

がありますので、ご了承ください。また、年度

途中で所得更正された場合や、世帯構成員に

変更があった場合等、日にちを遡って資格を

喪失し、助成金を返還していただく場合もあり

ます。

※注２ 子ども医療については、小学校入学時と高校

入学時の更新のみとなりました。ただし、令和

４年１月２日以降に吉野町へ転入した方・扶養

義務者が他市町村在住の方は令和４年度課税

（非課税）証明書の提出が必要です。　   

これまでは、所得限度額の要件等
で、福祉医療制度に該当にならな
かった方も、所得の変更等により8
月から該当になることがあります。
詳しくはホームページをご覧いた
だくか、担当課までお問い合わせく
ださい。お電話での所得額の照会
はいたしかねます。ご了承ください。

ご注意ください！

被保険者証は、紛失に注意！　汚さず大切に。
大事な個人情報が記載されています。

８月１日以降に診療を受ける際は、
必ず新しい被保険者証を医療機関に提示

！

問 町民税務課 後期高齢者医療担当 NTT・・・℡（３２）３０８１（代） 内線122　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

４　　 ９　　 0

４



７月のごみ収集日程

問［分別について］ 吉野三町村クリーンセンター【℡（３２）1275】 「ごみの区別と出し方」は
町ウェブサイトをチェック⇨

問［収集について］ 美吉野環境ステーション【℡（３９）９１４５】

★７月1７日（日）は、家庭系ごみの持ち込みを受け付けします。

★ごみは午前８時までに出してください。

収 集 日
カ ン 類収 集 地 区 名 ペットボトル

上市地区全域・橋屋・左曽・六田
吉野山地区全域・飯貝・丹治

龍門地区全域・中竜門地区全域

国栖地区全域・中荘地区全域

１８日（月）
１９日（火）
２１日（木）

千股のみ１８日（月）
1５日（金）

2５日（月）
2６日（火）
2８日（木）

千股のみ2５日（月）
2２日（金）

１１日（月）
１２日（火）
１４日（木）

千股のみ１１日（月）
８日（金）

ビ  ン 古  紙
２０日（水）
2７日（水）

２０日（水）

2７日（水）

４日（月）
５日（火）
７日（木）

千股のみ４日（月）
１日（金）

粗大ごみ 不燃物
６日（水）
１３日（水）

６日（水）

13日（水）

問大和高田年金事務所　℡０７４５（22）３５３１
　町民税務課　℡（32）３０８１　内線124

①継続免除申請を利用して全額免除・納付猶予の

承認を受けている人は、申請をする必要はあり

ません。

②保険料の免除を受けず保険料が未納で、万一、

障害や死亡などの不慮の事態が発生すると、障

害基礎年金や遺族年金を受けられない場合が

あります。

経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合

は、申請により保険料が免除される制度があります。

（ただし、本人・配偶者・世帯主の所得制限あり）

▶令和4年1月1日時点で本町に住民票のない人

　「課税（非課税）証明書」なども必要

▶離職・退職した人

「雇用保険受給資格者証」または、

「雇用保険被保険者離職票」の写しが

必要

ご
注
意

７月１日から 令和4年度　国民年金保険料 免除申請受付開始
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地
域
の
振
興
発
展
の
た
め
、い
ろ
い
ろ

と
お
仕
事
を
し
て
く
だ
さ
る
各
地
区

の
総
区
長
・
区
長
・
町
内
会
長
・
自
治

会
長
は
、次
の
方
々
で
す
。

（
※
は
各
地
区
区
長
会
長
）

南

大

野

窪
垣
内
自
治
会

新

子

国
栖
自
治
会

南
国
栖
自
治
会

入
野
自
治
会
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小
松　
　

正

　

森
脇　

康
行

　

福
本　

幸
男

※
木
村　
　

茂

　

前
中　

哲
也

　

辻　
　

隆
司

　

榮
西　

康
至

島　
　

秀
次

木
谷

全
寛

　

松
本　

滋
夫

※
浜
田　

賢
司

　

北
岡　

信
夫

杉
本　

好
庸

尾

仁

山

東
口
住
宅
自
治
会

六

軒

町

本

町

横

町

上

ノ

町

轟

立

野

山
口
自
治
会

平
尾
自
治
会

佐
々
羅
東

佐
々
羅
西

西
谷
自
治
会

三
津
自
治
会

滝

畑

千
股
自
治
会

志
賀
自
治
会

峰

寺

河
原
屋
自
治
会

　

森
中　
　

浩

　

南　
　

健
吾

　

坂
西　

保
夫

　

菊
谷　

久
美

※
林　
　

郁
男

中
西　

伸
二

　

小
南　

修
二

　

上
林　

嘉
博

　

井
上　
　

馨

　

徳
谷　

孝
義

　

福
田　

富
夫

楢
井
自
治
会

御
園
自
治
会

喜
佐
谷
自
治
会

宮
滝
自
治
会

菜
摘
区
自
治
会

樫
尾
自
治
会

矢
治
自
治
会

　

中
村　

憲
文

　

桝
本　

典
雄

　

松
岡　

幸
弘

　

上
田　

秀
幸

※
岩
本　

龍
一

　

鍵
澤　

祥
友

　

岡
本　

義
影

色
生
自
治
会

三
茶
屋
自
治
会

小
名
区
自
治
会

殿
川
自
治
会

柳
区
自
治
会

上

柳

中

央

中

村

別

所

田

尻

香
束
自
治
会

辻　
　

秀
昭

東

一
郎

　

井
上　
　

敏

※
竹
内　

一

　

中
上　

睦
男

坂
本　

朱
美

　

中
店　

俊
博

　

岡
本　

正
秀

　

藤
本　

武
司

　

辰
巳　

博
一

　

辻　
　

良
史

柳

吉
野
町
区
長
連
合
会

　
　
　
　
　
　

役
員

―
敬
称
略
―

　

竹
内　
　
一

　

岩
本　

龍
一

　

林　
　

郁
男

　

岩
本　

龍
一

木
村　
　

茂

　

北
岡　

信
夫

浜
田　

賢
司

　

木
村　
　

茂

　

山
本　

春
洋

　

浜
田　

賢
司

林　
　

郁
男

　

山
本　

春
洋

　

皆
地　

良
祐

　

山
本　

祥
富

米
田　

哲
治

鍵
澤　

祥
友

　

竹
内　
　
一

福
本　

幸
男

　

辻　
　

秀
昭

　

菊
谷　

久
美

会　

長

副
会
長

会　

計

監　

事
上　市

　地　区

吉　野

　地　区

中　荘
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理　　　事

◆
国
栖
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◆
上
市
地
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◆
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門
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◆
中
竜
門
地
区

◆
中
荘
地
区

丹　治 吉
野
山
自
治
会

左
曽
自
治
会

六
田
自
治
会

橋
屋
自
治
会

丹
治
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区

第
１
区

第
２
区

第
３
区

飯

貝

※
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本

春
洋

　

米
田

哲
治

　

梅
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久
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坂
井
佐
久
次

　

山
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玉
井　

榮
一

　

山
本　

祥
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田
尾　

一
志

　

皆
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祐

令
和
４
年
度
区
長
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町
内
会
長
・
自
治
会
長

令
和
４
年
度

◆
吉
野
地
区

役場から役場からののお知らせお知らせ役場からのお知らせ役場からのお知らせ協働のまち推進課から協働のまち推進課からののお知らせお知らせ協働のまち推進課からのお知らせ協働のまち推進課からのお知らせ

固定資産税（第 2期）

納期限にご注意

8月１日（月）

国民健康保険税（第 1期）

最寄りの金融機関【南都銀行・りそな銀行・奈良県農協・ゆうちょ銀行（郵便

局）】、コンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリでお納めください。

なお、口座振替の方は、納期限の前日までに納税額に見合う金額の準備を

お願いします。

令和４年度国民健康保険税納税通知書を７月中旬頃に発送します。納期限

までに納めることができない場合等、そのままにしておかないで早めにご相

談ください。電話での相談もお受けします。

問町民税務課 国民健康保険担当
　ＮＴＴ…℡（32）３０８１ 内線123　Ｉ Ｐ直通…℡（39）９０６３

問町民税務課 税務担当

ＮＴＴ…℡（32）３０８１
Ｉ Ｐ直通…℡（39）９０62

吉野町ふるさと納税

吉野町の企業・事業者の皆様へ

「自社の商品をどんどん
PRしたい」

「町の特産品を全国に届
けたい」

「町の素材を使った商品
開発をしてみたい」

吉野町では、町の魅力のPRにつな
がる「ふるさと納税返礼品」をご提
供いただける方を募集しています。

返礼品募集要項など　　　　　
詳細はこちらから➡

そんなときはお気軽にご相談を。

協働のまち推進課
ふるさと納税担当
℡（3２）3081

お問い合わせ
ご相談

地
元
の

逸
品

     

大
募
集

ふるさと納税で
吉野町を盛り上げよう！返

礼
品
で
P
R

　　　　


